
3 地域の取組について   

大阪府堺市域二次医療圏l羊おいては、救急隊員が現場で使いやすい大く   

くりの分類とする観点から、急病の場合として、生理学的評価、主訴・症   

候■症状（循環器疾患、脳血管障害、消化管出血内科、急性腹症からなる）   

を考慮した分類、外傷■熱傷の場合について、生理学的評価、受傷機転等   

を考慮した分類としている。  
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大阪府堺市域二次医療圏  取組例1   

診療担当医コメシト 

冬  帝恨また匝診断冬：  処置： 
外  ロ 帰宅  ロ＝外来死亡  □ 入院  口 同日転送車掌  
串   

入隊後吟担当  診療科：  l主治医：  

確定診l折名  

主たる治最  ロ保存約治療  ロPcⅠ  ロiヰA  □関頭術  □関原術 □傭的処置  
□ 手術捜法   所見：   術冬ま・た博処置内容：  

院・                                              内  
窄  

ロその他   
1退院月  年  月  月   
転  □自宅退院、  ロ転院、  口死亡  
帰  
回答 回答部署：  回答者：   
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ガ∬－紺′ケア十ダシナ♪ 卓 柵■   
救急酪  t党知日時 平成 車 且 ◆日  席 分   
医療機関到着■自時・平成 年 月  日  野 分  t搬送先医療機関（ ）   

□鼻・・ロ女、鴫T，写．は ／年 月 ．日生（ 創 l皿：   

【コ    十   【：1  
l 

気道閉塞 

呼吸異常  ロ  藍  漸    □  
生   

意識低下  【コ       □て  
F  

挙 的   ［】  譲妻≒機    □  
寧  励以上   ⊂】      ⊂】 
価   10未満加以上   d∴  戎  践  喜■ん  □  

脈掛数 ＝・（  ｝  50未構i20二以上   □  演     【コ  
9仇血鴫二乗浦   収縮期血圧≠（ ） ロ．  観墜     ロ   

飯：■           煤，ノ           ヤ藍摺  
腑放性頭蓋陥没骨折  ロ        ロ  
顔面■頚部の確度な損傷  □＝  □  

頚部・▼胸蔀‘の皮下気性  ［】  ⊂】  

外貞静脈め着工い怒張  □．  臼  

臓妬廟損許■プレイルチェスト  臼  【コ  

腹蔀膨隆、：筋脚  lコ．  ロ 
骨盤め動線i下肢長差  □二  ロ  

頸頚部から鼠径覇まやの榊傷  ⊂】  tコ  

1．ち・％以上わ熱傷または気道熱傷  白・  □  

両大腿骨折 口・ニ  ［】  

ヂグワニービシグ損傷  【］＋  【］ 

臨肢め躁断  □二＝  □  

凶肢の麻痺  ロー       □  

lコ 

r「－▼十十川T－－⊥」T十rTr十－t㌣－－十i｛T－一丁「ヤ「・・斗－t ；； ：盲■て蔓 □∴  □  
億  口  O ：＿．＿L＿■＿i－■－＿‖●こ＿」一．i＿．こ＿＿’＿＿．■＿■＿＿」一－▲＿＿■＿．’＿∴＿．‘▲．＿」l  

l 

転   ロ■  臼  触シト 
衝如の∠豪レバー1土産形あ．り  ロ・二  □  
．機械喪具に巻き込ま丸た  口  ［1  

＝体軸か挟ま九た ロご  □  

高所堕滞（6・血以上） 〔コ  
□ 

＿，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿■一＿l  

由 （∴白Aノ．⊂沌． 口．e′ □b・）  l  病陵：   

収容決定麦でゐ廃疾綾関への依頼回数：（  回）  

19  
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第2号（医療機関リスト）  

分類基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する  

医療機関の名称   

第2号の基準（医療機関リスト）は、分類基準に基づき分類された医療機関  

の区分ごとに当該区分に該当する医療機関の名称を具体的に記載するもので  

ある。   

表示の仕方は任意であるが一般に理解しやすい表示方法の例を以下に示す。   

都道府県全体を一つの区域として医療機関の名称を記載する方法の他、医療  

を提供する体制の状況を考慮して、都道府県の区域を分けて定める区域ごとに  

医療機関の名称を記載する方法も考えられる。  

傷病者の状況  医療機儲のリスト   

重篤（／くイタルサイン等による）  A救命救急センター、B救命救急センター  

脳卒中  B救命救急センター、D病院  

疑い   その他   C病院、E病院  
緊  

色 ▲t■－  心筋梗塞（急性冠症候群）疑い   A救命救急センター、E病院  

性  A救命救急センター、B救命救急センター、D病院  
症  

多発外傷   A救命救急センター、B救命救急センター  

緊  
外傷  

急  
その他   q病院  

度  
【  

色  B救命救急センター、F病院、G病院  

専  小児  B救命救急センター、J病院、K病院  
門  
性  開放骨折  B救命救急センター、H病院  

特  
殊  

C病院、D病院、E病院  

性   

※ 上記の基準は例示であり、分類基準をどう策定するかは地域の実情に応じて決   

定されるものである。  
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東京都  取組例2   

このリストは、「東京都保健医療計画」における脳卒中急性期医療楼能を担う  
医療梯関の一覧です。  

【注】  

◇このリスト痛載の医療機蘭は、脳卒中急性期患者の受入可能な態勢をとれる   
日や陪間帯があるということです。   
また、救急医療現場の状況は、時々刻々と変化するため、受入可能な状態  

かどうかは常に変イヒします。  

◇「トPAの実施あり」の欄に「O」のついている医療機関lま、卜FIA治療（＊・）実施に  
必要な態勢をとれる日や時間帯があるということです。  

（＊）トPA治療・・・超急性期の脳梗塞治療で、発症後3時間以内に遺伝子組み  
換え型卜PA（組織プラスミノーゲン・アクチベーター）製剤（薬剤各：アル 

テプラーゼ）の静脈内投与による血栓溶解療法を指す。   

◇このリストは、毎月1日付で更新します。  

医療磯廟名   住 所   
モーPAめ  

稟施あり   

A病院   00区×－△   ○   

B病院   00区×→△   ○ 

C病院   00区×－△   ○   

D病院   00区×－△   O 

∩  

東京都福祉保険局ホームページ  

http：／／w■．fuku＄hihoken，metrO．tDkyE）．jp／iryo／iryo＿hoken／nousottyuutorikuni／nousottyuukyuuseikiiryouk‖柑∩／index．ht爪l  
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第3号（観察基準）  

消防機関が傷病者の状況を確認するための基準   

第3号の基準（観察基準）は、救急隊が傷病者の症状等（状況）を観察（確  

認）するためのものである。この基準は、特に、受入医療機関を選定するため  

に、傷病者の状況が、第1号の分類基準のどの分類に該当するか判断するため  

の材料を、正確に得るためのものである。   

例えば、脳卒中疑いについては、一般に救急車を呼ぶぺき場合と啓発されて  

いるレベルの内容から、シンシナティ病院前脳卒中スケール、さらには倉敷プ  

レホスピケル脳卒中スケールといった観察基準が考えられる。なお、t－PA  

療法の適応がある傷病者について広くとらえる場合には、シンシナティ病院前  

脳卒中スケールが用いられることが一般的であり、さらに重症度等まで判断し、  

より絞り込む場合に、倉敷プレホスピタル脳卒中スケールが有効であるとされ  

ている。   

これらのうちどの観察基準を用いるかは、第1号の分類基準の内容に対応し  

て決まってくる。   

t－PA療法を活用する場合、   

（D 脳卒中が疑わしいものを全てt－PA実施可能な医療機関に集める  

② 脳卒中が疑われる中でも特にt－PA適応の疑いがあるものを救急  

隊が絞り込んでt－PA実施可能な医療機関に搬送する  

等、種々の対応方策が考えられるが、そもそも、地域の医療資源等の実情を踏  

まえ、t－PA療法の対応体制を確保できるか否かを含めて、どういった対応  

方策で傷病者の搬送及び受入れを実施していくことが適切か、その対応方策に  

ついて協議した上で、観察基準が決定されることとなる。   

心筋梗塞（急性冠症候群）疑いについても同様であり、心筋梗塞（急性冠症  

候群）が疑われる症状等は、以下のとおり種々あるが、  
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心筋梗塞（急性冠症候群）疑い  

20分以上の胸部痛、絞栃痛  

心電図上のST一丁変化、持続性の心室頻拍 等  

放散痛（肩、腕、頚部、背中 等）  

随伴症状（チアノーゼ、冷感、嘔気・嘔吐、呼吸困難 等）  

既往歴（狭心症（ニトロ製剤服用）、心筋梗塞、糖尿病、高血圧 等）   

等  

例えば大阪府堺市域二次医療圏の場合では、循環器疾患という形でまとめ、  

まずは「40歳以上」を前提とし「20分以上の持続する胸痛」、「肩、下顎  

（歯）、上腹部、背部の激痛」、「心臓病＋胸部不快感」、「心電図モニターで  

のST上昇」を基準として採用し、メディカルコントロール協議会が示す別  

の基準を付け加えるという形で整理を行っている（  P18参照）。   取組例1  

傷病者の観察は、観察基準に定めされてい珊うも  

のではなく、観察基準に基づく観察のほか、傷病者の状況に関する総合的な  

観察が必要である。   

また、救急業務に関しては、活動要領等を策定し一定の基準に基づき実施  

している消防本部もあるが、傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準を機  

能させるために、協議会での検討結果を踏まえて、こうした活動要領等につ  

いて適宜見直し、整合性を図っていくことが重要である。   

なお、観察の実効性を高めるエ夫として、特に重要な事項等について、観  

察力ードの策定や活動記録票等により、関係者間で共通認識を図ることが、  

確認の実効性を高める上で有効である（  P26参照）。  取組例3  
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観察基準の例  

脳卒中疑い  

突然に以下いずれかの症状が発症した場合等  

片方の手足・顔半分の麻痩・しびれ（手足のみ、顔のみの場合あり）  

ロレツが回らない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない  

力はあるのに、立てない、歩けない、フラフラする  

片方の目が見えない、物が二つに見える、視野の半分が欠ける  

経験したことのない激しい頭痛  

米国心臓協会（監訳：社団法人日本脳卒中協会）  

シンシナティ病院前脳卒中スケール  

（CPSS＝ CincinnatiPrehospitalStroke Scale）  

シンシナティ病院前脳卒中スケール（CPSS）  

蔽のゆがみ（歯を見せるように、あるいは笑ってもらう）   
正革一顔面が左右対粗   

異常一片硝が他偶のように動かない。図では看板面が麻痺している  

上妓拳上（開眼させ、10秒間上妓を挙上きせる）   
正常一 雨側とも同様に挙上、あるいはまったく挙がらない   
異常－－側が挙がらない、事たは他矧こ比較して挙がらない   

横寺辞書（患者に賭をさせる）   

正常一斉りなく正確に薇せる   

異常一不明瞭な吉葉、間違った青葉、あるいは苦ったく話せない  

解釈：3つの機縁のうち1つでもあれば、脳卒中の可能性ほ湘朝である  

脳卒中病院前救護ガイドライン（脳卒中病院前救護ガイドライン検討委員会  

（日本救急医学会・日本神経救急学会））  
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倉敷プレホスピタル脳卒中スケール  

（KPSS：KurashikiPrehospitaL Stroke Sca［e）  

倉敷病院前藤卒中スケ十ル鉢PSS） 全醸車は13轟   

尭章葉酸  q点  

謹革水準  1象  

尭全一頭反応 倉島   

寒暑の名前を蘭く 

寒帯軽重   0点  

不正線  1点   

患者に匂孝閉じそ、両手草を下l土し車両嘩草伸ばずよぎに 

口鼠．身ぶり手ぶり＝、パントマイムで指示  右手   左手  

左右の高藤Iま厳存に碑ぼしヾ如かずiこ壊鋳て藩ニ 0点   P点  

手を挙上するが、保持できす下垂すろ  1点 1点  

羊を拳上することがモきない  2点   字点  

運動藤津   

患者に宇目を閉じて、両下肢をぺサトから垂上するように  

ロ嵐身魂孝ぷ軋′iントマイ皐で指示 右足   左足  

軍事¢雨下掛ま動蝉せず俸韓で草卑  ¢貞   ¢卓  

下肢を拳上できる机保持できず下垂する   1轟  1衷  

下肢を卓上することか療ない 2点   2点   

患者た「今日頼畔、禾東です」首線り壊して言う串うた暗京  

練っ尊叱正軒こ錬り凄 8嵐  
言語   

言語は不朋瞭（苫律がまわっていない）、、もしくは真東である・－1烏  

無言。恵ウている・。言衰に基萄理磨か去ったくできない   2点   

占 

脳卒中病院前救護ガイドライン（脳卒中病院前救護ガイドライン  

検討委員会（日本救急医学会・日本神経救急学会））  

※ NtHSS（nationatinstitute of heatth stroke scale）における   

病院前部分の簡易版  
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灘．銀．眼．轟．臼．  耳・兢・罵・臓・膿・誹・背・殿・陰   

斯閤 肘絢郡 上腹部  上座左（扁・上腕・肘・断碗い孝）   

部 位 前頭 側櫛部 下鼠詐   右（項■上関・肘・前帆・亭）   
■  倒貰 背 部 側旗鈴  下肢左（そ徒・大槌・降・下．槌・足）   

驚異刑放用度：    最織鰊魚津劇：  事  ・棚   

20C〉○   

外傷観察力ード く東京消防庁＞   

匝夏蚕函 ⊂：互コ 匹璽≡ヨ 囁国幹   

外 見    状態   歩行可能・不能く仰・側       l・腹・坐   ・その他）     薫色   正常   ノ、1こ              免 ．．．   正常                 嘔吐・・失禁   なし   事密蕃肇穣              皮膚体温等   正常   iさ！；： ：′こゝ  華樹＝喜，   轢漸          眼瞼楯 爪 床 四肢末梢   正常  

累1        赤枠  

；ポ2   貌色の項目は総合的に重症度を判断する   
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第4号（選定基準）  

消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基  

準   

第4号の基準（選定基準）は、救急隊が、傷病者の観察に基づき医療機関リ  

ストの中から搬送すべき医療機関を選定するための基準である。   

搬送先の選定は、傷病者の観察の結果、当該傷病者に適した区分に属する医  

療機関の中から最も鱒送時間が短いものを選定することが基本となるが、輪番  

制を採用している地域においては、当番となっている医療機関の中から選定す  

ること、救急医療情報システム等を用いて受入可能な医療機関の中から選定す  

ること、また、かかりつけ医療機関がある場合には、状況に応じてそれを考慮  

して選定することが必要であり、これらのうちあらかじめルール化できるもの 

を基準として定めておくことが考えられる。   

この他、緊急的に輸液等の一次処置が必要な場合において、当該処置が可能  

な最も近い医療機関を一時的に選定することをルール化すること等も考えら  

れる。  
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第5号（伝達基準）  

消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況  

を伝達するための基準   

第5号の基準（伝達基準）は、救急隊が、搬送先として選定した医療機関に  

対して、傷病者の状況を伝達するための基準を定めるものである。   

救急隊から医療機関への傷病者情報の伝達は、基本的に音声によって短時間  

で行われるため、正確な伝達を行うことは困難であり、傷病者の症状等につい  

て、できるだけ敵寵が生じることのないよう、また、敵籠が生じた場合は適切  

に修正できるよう、共通認識を有しておくことが必要である。   

例えば、分類基準で定める症状や選定の根拠となる症状等、搬送先医療機関  

を選定する判断材料となった事項について優先して伝達するようルール化す  

ることが考えられる。   

なお、傷病者の伝達は、伝達基準に定められたものだけ伝達すればいいとい  

うものではなく、基本的に総合的に系統だった伝達が必要である。  

【伝達基準（基本的な例）】  

年齢、性別  

・ 現病歴、受傷機転  

・ 主訴  

・ 観察結果（バイタル等）  

・ 既往歴   

一 応急処置内容  

※ 上記の内容全てを網羅しなければならないものではなく、   

傷病者の状況に応じて特に伝達すべき事項を設定。  

28   



第6号（受入医療機関確保基準）  

傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成する  

ための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項   

第6号の基準（受入医療機関確保基準）は、傷病者の受入れに関する消防機  

関と医療機関との間の合意を形成するための基準及びその他傷病者の受入れ  

を行う医療機関の確保に資する事項について基準を策定するものである。  

（1）傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するた   

めの基準   

第5号までの基準に従って、傷病者の搬送及び受入れの実施を試みても  

なお、傷病者の受入れに時間がかかるケースが発生することが考えられる。  

そのような場合に傷病者を速やかに受入れるため、消防機関と医療機関の  

間で合意を形成する等のルールを設定しておく必要がある。  

① 搬送先医療機関が速やかに決定しない場合の設定   

一 当該ルールを適用すべき場合について、照会回数＿回以上、現場   

滞在時間（0「医療機関の選定に要している時間）＿分以上等を設定  

② 受入医療機関を確保する方法の設定例（次頁参照）   

－ コーディネーターによる調整  

基幹病院による調整  

一時受入れ・転院   

■ 機能別に最終的な受入医療機関をあらかじめ設定  
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基幹病院による調整  

■■■■l■－111111■■■■■■■●－■l■■■一■一●■■  

地域の基幹病院が、：  

l  

丁、l斧  

＝＝き＝  

一時受入れ■転院  

■■一■■■■■■ll■－■■■■ll■■ll■■－1111■1■■■■－－■■  

ト時受入病院が、広三 l  

l  

＿  
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（2）その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項  

（D 受入医療機関に関する輪番制等の運用に関する基準  

受入医療機関を、輪番制を組むことで確保する方法がある。医療機関   

として、体制を継続的に強化することは困難でも、週に数回であれば可   

能等、それぞれの医療機関の対応能力を考慮し、地域全体として医療機   

能の確保を行うものである。救急全般に対応する輪番や、t－PA療法   

など、特定の医療機能を継続的に維持するための輪番があるが、これら   

について基準を定めることが考えられる。  

※ 参考‥地域によっては、事前に医療資源の調整を行うため、分類基   

準による特定の分類に対し、医療機関リストで名前があがっている医   

療機関について、あらかじめ医療機関を調整・確保している。  

取組例5  東京都  

※○月1日現在の情義であり∴■新の情報が反映書れn、ない■合がありまナ．  

以下、同様に、日勤帯一夜勤帯において、患者の受入が可能か○×で表記   

B．卜P人以外の治療が可能な時間帯  ※○月1日現在の憫tであり、t新の情書が反醸されていない1含があります．  

以下、同様に、日勤帯・夜勤帯において、患者の受入が可能か○×で表記   

※島しょを除く二次保健医療圏別ごとに、腋隕別事務局病院等にて関係各医療機関の情報を集約し作成  
※都で12圏域分を集約し、東京消防庁等と東京都脳卒中急性期医ま機関（絶域別事琴局病虜等経由）に通知  
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② 医療機関の受入可否情報の提供に関する事項   

救急医療情報システムにおける更新頻度について、1日定時2臥  

当直体制の変更時、手術室がふさがる等の受入れに重大な影響を及ぼ  

す事態が生じた時等として、定めることが考えられる。   

また、傷病者の搬送及び受入れの実施基準を機能させるべく、表示  

項目を傷病者の症状等に応じたものにすることが考えられる。   



第7号（その他基準）  

傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に閲し都道府県が必要と認め  

る事項   

第7号は、第6号までの基準以外に傷病者の搬送及び受入れの実施に関して、  

都道府県が必要と認める事項について策定するものである。   

以下に例を示す。  

① 搬送手段の選択に関する基準  

消防防災ヘリやドクターヘリを活用する場合には、基本的に消防機関が   

要請を行うこととなり、ヘリコプターを効果的に活用するためには、適切   

なヘリ要請が必要となる。そのため、救急車を活用した場合と、ヘリコプ   

ター等を活用した場合において、どちらが傷病者の生命や予後の観点から   

適当か等、当該地域においてあらかじめ検討した上で、一定の要請基準を   

設定することが考えられる。  

② 災害時における搬送及び受入れの基準  

災害時、特に多数発生した傷病者に対し、消防機関と医療機関がどのよ   

うに連携を図るかについて、傷病者の搬送及び受入れの観点から、実施基   

準としてあらかじめ策定しておくことが考えられる。  

34   



実施基準概念図  

【5】  

受入医療機関が速や 

決定しない場合の対応  

【1】第1号（分類基準）  
傷病者の状況に応じた分類の策定   

【2】第2号（医療機関リスト）  
分類に応じ医療機関の名称を具体的に記載   

【3】第3号（観察基準）  
傷病者の状況の観察の基準   

【4】第4号（選定基準）  
医療機関の選定の基準   

【5】第5号（伝達基準）  
観察に基づいた傷病者の状況の伝達の基準   

【6】第6号（受入医療機関確保基準）  
医療機関の選定が困難な場合の対応  

その他医療機関を確保するための基準   

【7】第7号（その他基準）  
その他必要な基準   



3 協議会について   

消防法が都道府県に設置を義務づける協議会は、傷病者の搬送及び受入れ  

の実施基準を策定又は変更するに当たっての協議や、実施基準に基づく傷病  

者の搬送及び受入れの実施に係る連絡調整を行うためのものであり、消防機  

関及び医療機関をはじめ、関係者が広く参画するものでなくてはならない。  

協議会の構成メンバーについてその一例を以下に示す。   

① 消防機関の職員  

■ 代表消防本部   

・ 政令市等大規模消防本部   

・ 中～小規模消防本部  

等  

② 医療機醜の管理者又はその指定する医師   

・ 救命救急センター、地域中核病院  

二次救急医療機関  

小児科、産婦人科、精神科等の特に特定の医療機能を有する医療  

機関   

等  

③ 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者  

④ 都道府県の職員  

消防防災部局の職員   

・ 衛生主管部局の職員   

⑤ 学識経験者その他の都道府県が必要と認める者  

消防機関と医療機関等の間の意見調整や傷病者の搬送及び受入れに関す  

る合意の形成を行うことから、こうした関係機関における一定の責任を有す  
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る者が協議会の構成員となることが望ましいと考えられる。しかし、同時に、  

実施基準を現場の実情に即したものとするため、現場の意見を反映させるこ  

とも不可欠であるムそのための対応として、協議会の構成メンバーに現場の  

消防職員や救急医療に携わる医師を加えることや、意見を聴取する場を設け  

ること等も考えられる。  
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